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第１３回相馬市農業委員会総会議事録 

 

１.  開催日時 令和７年７月１１日（金） 午後１時４８分から午後３時４分  

 

２．開催場所 相馬市役所 正庁（３階） 

 

３．出席した農業委員（１１人） 

会    長 １４番 前 川 正 人 

 委    員    １番 佐 藤 雄 一   ２番 鹿 又 幸 也 

     ３番 後 藤 義 昭   ５番 中和田 吉 彦 

６番 舘 山 友美子     ７番 小 島 良 金  

     ８番 小田原 正 一     ９番 瀧 澤 正 一   

１１番 坂 本 雄 司  １２番  瀬 恵美子 

 

 

４．欠席した農業委員（１人）         

１３番 武 島 竜 太 

        

  

 

５．遅参した農業委員（０人）  

                   

 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長            志 賀 謙 寿 

  事務局次長兼農業振興係長       新 妻 暁 生 

  農地係長            門 馬 優 樹 

事務局主査           佐 藤 達 也 
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７．日程 

 

日程第１．諸般の報告 

日程第２．議事録署名委員の指名 

日程第３．会期の決定 

日程第４．議事 

 

報告第１号 専決処分について 

（１）農地法施工規則第２９条第１項の規定に該当する場合の届出について                            

（２）農地転用許可に係る工事完了報告について 

（３）農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理について 

（４）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について 

（５）農地使用貸借合意解約届出について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更承認申請につ

いて 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断について 

 議案第５号 令和７年度農地中間管理事業の農用地利用集積等促進計画（一

括方式）について 

 議案第６号 令和７年度農地中間管理事業の農用地利用集積等促進計画（再

転貸）について 

議案第７号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更につい

て 
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８．会議の概要 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

それでは、定刻前ですが、お揃いなので、全員ご起立を願います。

一同「礼」。着席願います。 

 

 本日は、第１３回相馬市農業委員会総会を招集しましたところ、

委員各位には、ご出席をいただきましたことに御礼申し上げます。 

それでは、本日出席の農業委員数は、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項に規定する過半数に達しておりますので、直ちに第

１３回相馬市農業委員会総会を開会いたします。本日の欠席届出は

１３番武島竜太委員です。 

日程第１、諸般の報告を行います。事務局より報告を願います。

事務局長。 

 

 それでは、先月の総会以降の諸般について、ご報告申し上げます。

お手元の資料、諸般の報告をご覧ください。６月２４日、火曜日、

本日の総会に係る議案を郵送で送付させていただいております。６

月３０日、月曜日、農業委員・農地利用最適化推進委員の研修会を

開催いたしました。多くの委員の皆様にご参加いただきありがとう

ございました。７月４日、金曜日、及び７日、月曜日、本日の総会

に向けて、現地調査を行っていただいております。また７日に相馬

市、都市計画審議会が開催され前川会長が出席されております。報

告は、以上でございます。 

 

 次に、日程第２、議事録署名委員の指名を行います。 

１番佐藤雄一委員、２番鹿又幸也委員、ご両名を指名いたします。 

 次に日程第３、会期の決定についてお諮りいたします。会期は、

本日１日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（ 「異議なし。」との声  ） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日１日間と決定い

しました。 

 次に、日程第４、議事に入ります。報告第１号、報告事項につ

いてを議題といたします。（１）農地法施行規則第２９条第１項の

規定に該当する場合の届出について（２）農地転用許可に係る工
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事完了報告について（３）農地法第３条の３第１項の規定による

届出書の受理について（４）農地法第１８条第６項の規定による

通知書の受理について（５）農地使用貸借合意解約届出について

事務局の説明を求めます。事務局。 

 

報告第１号・報告事項について、事務局よりご報告いたします。 

（１）農地法施行規則第２９条第１項の規定に該当する場合の

届出について、今月は１件の届出を受理いたしました。 

去る７月４日、１番、２番、３番委員及び地区担当推進委員と

ともに現地調査を実施、現在の状況を確認いたしました。届出の

内容としては農業用のテント倉庫を設置するものとなります。 

（２）農地転用許可に係る工事完了報告について、今月は１件

の報告を受理いたしました。 

去る７月７日、５番、６番、７番委員とともに現地調査を実施

いたしました。番号１について、一時転用の終了後に農地への復

元がなされていることを確認いたしました。なお、同地は太陽光

発電事業用地として「本総会議案第３号」の番号２に上程されて

います。 

（３）農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理につ

いて、今月は５件の届出を受理いたしました。 

 権利の取得事由についてはいずれも相続によるものとなってお

ります。番号１から番号４については農業委員会によるあっせん

等の希望はありませんでした。番号５については農業委員会によ

るあっせん等の希望があり、地区担当の農業委員、推進委員にあ

っせんを依頼させていただいているところです。 

（４）農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理につい

て、今月は４件の通知を受理いたしました。解約の理由について

は、番号１から番号４のすべてにおいて、耕作者の変更に伴う合

意解約になっております。 

なお、番号１の解約後の耕作者については「本総会議案第５号」

の番号５５に上程されております。番号２の解約後の耕作者につい

ても、同じく「本総会議案第５号」の番号５７に上程されておりま

す。番号３の解約後の耕作者についても、同じく「本総会議案第５

号」の番号１３に上程されております。番号４の解約後の耕作者に

ついては、「本総会議案第６号」の番号１及び番号２に上程されて

おります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

２ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

（５）農地使用貸借、合意解約届出について、今月は１件の届出

がございました。解約の理由については、耕作者変更に伴う合意解

約となっており、解約後の耕作者については、「本総会議案第５号

」の番号５４に上程されているものです。 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

（ 「なし。」との声 ） 

 

 質疑なしと認めます。本件については、事務局報告のとおり承認

されました。 

 次に、議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

を議題といたします。調査担当委員より、調査の報告を願います。

番号１番について、担当委員挙手願います。２番鹿又幸也委員お願

いします。 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請 １番案件に

ついて、調査担当委員を代表して報告させていただきます。６月２

６日志賀推進委員と２名で譲受人宅を訪問、許可申請の内容確認を

行いました。なお、現地調査は雨が降っていたため、後日２７日に

行いました 

 始めに、申請地の所在は、議案書記載のとおりです。権利の設定

は所有権の移転（贈与）です。譲受人の農業機械の所有状況・世帯

における従事者と従事状況・経営面積については、議案書記載のと

おりです。譲受人には不耕作地がないことを現地調査により確認い

たしました。よって、許可基準第１号・第４号については要件を満

たしております。 

 次に、許可基準第２号については譲受人が個人であるため非該当

です。許可基準第３号については議案書に記載のとおり該当ありま

せん。許可基準第５号については譲受人に転貸の事実は無いため非

該当であります。許可基準第６号の地域調和要件ですが議案書記載

のとおりで地域の調和が損なわれるような問題はありません。 

 なお、地区担当の志賀委員からも「意見なし」との回答をいただ

いております。よって、許可相当と判断いたしました。 

  

 続いて、番号２番について担当委員挙手願います。８番小田原正
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８ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一委員お願いします。 

 

議案第１号 ２番案件について報告いたします。去る７月３日に

地区担当委員とともに農地法第３条許可チェックシートに基づき

聞き取り調査を行いました。権利の設定内容は所有権の移転（贈与

）になります。譲受人は、譲渡人の子になります。譲受人の農業機

械の所有状況・世帯における従事者・従事状況・経営面積について

は議案書記載のとおりです。譲受人には不耕作地が無いことを聞き

取り調査で確認いたしました。よって、許可基準第１号・第４号に

ついては要件をみたしております。 

 次に、許可基準第２号については譲受人が個人のため非該当とな

ります。許可基準第３号については議案書記載のとおり該当ありま

せん。許可基準第５号については譲受人に転貸の事実はないため非

該当であります。許可基準第６号の地域調和要件ですが、譲受人は

現在も申請地を耕作しており地域の調和が損なわれるような問題

はございません。なお、地区担当委員からも「意見なし」との回答

をいただいております。よって、許可相当であると判断いたしまし

た。 

 

 続いて、番号３番について担当委員挙手願います。９番瀧澤正一

委員お願いします。 

 

 議案第１号 ３番案件についてご報告いたします。譲受人・譲渡

人・申請地につきましては議案書記載のとおりです。 

 去る６月２９日、地区担当推進委員とともに、現地にて譲受人の

聞き取り調査を実施いたしましたので調査担当委員を代表して結

果をご報告いたします。権利の設定内容・所有権の移転は議案書記

載のとおり贈与となります。譲受人の農業機械所有状況・世帯にお

ける従事者と従事状況については議案書記載のとおりです。譲受人

は現地調査にて荒廃地がないことを確認しています。許可基準第１

号・第４号については要件を満たしております。許可基準第２号に

ついては譲受人は個人でありますので、非該当となります。許可基

準第３号については議案書記載のとおり該当ありません。許可基準

第５号については譲受人には転貸の事実がありませんでしたので

非該当となります。許可基準第６号、地域の調和要件について議案

書記載のとおりであり、地域の調和が損なわれるような問題はあり
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議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

ません。なお、地区担当の推進委員からも、現地調査にて「意見な

し」との回答をいただいております。以上のことから許可相当と判

断しました。 

 

 次に、事務局より、補足説明を求めます。事務局。 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務

局より補足説明いたします。 

番号１について、申請地はこれまで別の耕作者が耕作しており、

所有者が耕作者に対して土地の引き受けについて相談しましたが

断られたため、今回の譲受人が譲り受け、今後の耕作もすることと

なりました。以前の耕作者においても、今回の所有権移転及び譲受

人が今後の耕作を行うことについて、承知しております。 

次に、番号２について、譲渡人と譲受人の関係は親子関係です。

本申請の経緯としましては、申請地は譲渡人が隣接地に居住しなが

ら耕作しておりましたが、介護が必要となり、市外に転居したため、

県外に居住していた譲受人が実家に戻り、耕作を始めたものです。 

次に、番号３について、こちらも、譲渡人と譲受人の関係は親子

関係であり、申請地はこれまでも譲受人が耕作しておりました。 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、許可するこ

とにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第１号 農地法第３条の規

定による許可申請については、原案のとおり可決いたします。次に、

議案第２号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更承
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

認申請についてを議題といたします。事務局より審査内容等につい

て説明を求めます。事務局。 

 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更

承認申請について、事務局より説明申し上げます。申請人及び申請

地は、議案書に記載のとおりです。本件は、令和２年１２月１１日

付けで農地法第４条に基づく転用許可を受けておりました。 

しかし、令和３年及び令和４年福島県沖地震の影響で、底地に地

盤沈下やひび割れが発生し、当初倉庫建設を計画していた場所の立

地が困難となったため、事業計画地のレイアウトを変更し、地震の

影響の少なかった別の場所に倉庫を建設する計画に変更したもの

です。 

また、同復旧工事に伴い、工期も延長するものです。現地調査で、

議案書記載の（ア）から（ウ）までの事業計画変更の承認要件を確

認してまいりました。 

 

 続いて、調査担当委員より、調査の報告を願います。担当委員挙

手願います。５番中和田吉彦委員お願いします。 

 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可後の事業計画変更

承認申請について、去る７月７日、６番委員、７番委員地区担当推

進委員とともに現地調査を行いましたので代表してご報告いたし

ます。只今、事務局から説明のあった、議案書に記載の「事業計画

変更の承認要件」にある（ア）（イ）（ウ）の内容に基づいて確認し

てまいりました。議案書に記載のとおりの全ての要件を満たしてい

ると判断いたしました。以上のことから事業計画変更承認申請は

「承認相当」と判断いたしました。 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、許可するこ

とにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第２号 農地法第４条の規

定による許可後の事業計画変更承認申請については原案のとおり

可決いたします。 

次に、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について

を議題といたします。事務局より審査内容等について説明を求めま

す。事務局。 

 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務

局より審査内容を説明申し上げます。 

案件１について、譲受人、譲渡人及び申請地は、議案書に記載の

とおりです。転用後の用途は、太陽光発電事業用地です。権利の移

転設定の内容は、所有権の移転（売買）です。工事期間は、許可の

日から２カ月を予定しております。転用許可基準第３号の転用事業

の確実性は、議案書記載のとおりであり、⑤行政庁の免許、許可等

の処分は、東北電力の太陽光発電設備系統連系承諾を受けているこ

とを確認しております。書類審査の結果は、各項目ともに問題ない

と判断いたしました。 

次に、案件２について、譲受人、譲渡人及び申請地は、議案書に

記載のとおりです。転用後の用途は、太陽光発電事業用地です。権

利の移転設定の内容は、所有権の移転（売買）です。工事期間は、

許可の日から６カ月を予定しております。転用許可基準第３号の転

用事業の確実性は、議案書記載のとおりであり、⑤行政庁の免許、

許可等の処分は、東北電力の太陽光発電設備系統連系承諾を受けて

いることを確認しております。書類審査の結果は、各項目ともに問

題ないと判断いたしました。 

次に、案件３について、本件は、令和７年７月４日に実施した現

地調査で、申請地に違反転用、具体的には、敷砂利されていること

を確認しており、違反転用地に農地転用許可をすることはできない

ため、違反転用者に対し農地の復元を指導したところ、７月１０日

に復元工事を完了した旨報告があったため、同日 1番委員とともに

農地への復元を確認したものです。 
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では、議案の説明に戻らせていただきます。譲受人、譲渡人及び

申請地は、議案書に記載のとおりです。転用後の用途は、太陽光発

電事業用地です。権利の移転設定の内容は、所有権の移転（売買）

です。工事期間は、許可の日から６カ月を予定しております。転用

許可基準第３号の転用事業の確実性は、議案書記載のとおりであ

り、⑤行政庁の免許、許可等の処分は、東北電力の太陽光発電設備

系統連系承諾を受けていることを確認しております。書類審査の結

果は、各項目ともに問題ないと判断いたしました。 

次に、案件４について、譲受人、譲渡人及び申請地は、議案書に

記載のとおりです。転用後の用途は、太陽光発電事業用地です。権

利の移転設定の内容は、所有権の移転（売買）です。工事期間は、

許可の日から３カ月を予定しております。転用許可基準第３号の転

用事業の確実性は、議案書記載のとおりであり、⑤行政庁の免許、

許可等の処分は、東北電力の太陽光発電設備系統連系承諾及び相馬

市農林水産課の法定外公共物（道路）占用許可申請済みであること

を確認しております。書類審査の結果は、各項目ともに問題ないと

判断いたしました。 

次に、案件５について、譲受人、譲渡人及び申請地は、議案書に

記載のとおりです。転用後の用途は、一般住宅用地です。また、譲

受人は、譲渡人の子に当たり、現在、同居している住居が手狭とな

ったため、譲受人の妻とともに新たに住居を建設し、移り住む予定

です。権利の移転設定の内容は、所有権の移転（贈与）です。工事

期間は、許可の日から６カ月を予定しております。 

転用許可基準第３号の転用事業の確実性は、議案書記載のとおりで

あり、③転用行為の妨げとなる権利もありません。書類審査の結果

は、各項目ともに問題ないと判断いたしました。 

次に、案件６について、譲受人、譲渡人、申請地及び併用地は、

議案書に記載のとおりです。転用後の用途は、資材置場、駐車場及

び通路用地です。また、譲受人は法人であり、同法人の代表は併用

地所有者の子に当たり、現在、使用している資材置場用地が手狭と

なったため、新たに資材置き場を設置し利用する予定です。 

 権利の移転設定の内容は、所有権の移転（売買）です。工事期間

は、許可の日から６カ月を予定しております。転用許可基準第３号

の転用事業の確実性は、議案書記載のとおりであり、③転用行為の

妨げとなる権利もありません。書類審査の結果は、各項目ともに問

題ないと判断いたしました。 
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議 長 

 

 

１ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 

 

 

 

 

 

次に、案件７について、譲受人、譲渡人及び申請地は、議案書に

記載のとおりです。転用後の用途は、資材置場及び駐車場用地です。

また、譲受人は、申請地隣接地の住居兼事務所で個人事業主として

建設業を営んでおり、事業拡大を目的に新たに資材置場用地等を設

置する予定です。権利の移転設定の内容は、所有権の移転（売買）

です。工事期間は、許可の日から６カ月を予定しております。転用

許可基準第３号の転用事業の確実性は、議案書記載のとおりであ

り、③転用行為の妨げとなる権利もありません。 

 書類審査の結果は、各項目ともに問題ないと判断いたしました。 

 

 続いて、調査担当委員より、調査の報告を願います。番号１番に

ついて担当委員挙手願います。１番佐藤雄一委員お願いします。 

 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る

７月４日、２番委員・３番委員・地区担当推進委員・事務局２名と

ともに現地調査を行ってまいりました。調査結果を代表して報告い

たします。申請人・申請地等については議案書記載のとおりです。

許可基準第１号の立地基準について、申請地は、概ね１０ヘクター

ル未満の規模の農地の区域内にあるその他の農地で第２種農地と

判断いたしました。許可基準第２号は、代替地の検討をしたが、こ

こしか無かったということで不可能であり、許可基準は満たしてい

ると判断いたしました。以上の事から立地基準は満たしておりま

す。許可基準第４号は議案書に記載のとおりの対策で周辺農地への

影響・支障はないものと判断いたしました。また、地区担当の推進

委員からも現地調査にて「意見なし」との回答をいただいておりま

す。以上の事から許可相当と判断いたしました。 

 

 続いて、番号２番について、担当委員挙手願います。６番舘山友

美子委員お願いします。 

 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、２番

案件です。７月７日に５番委員・７番委員・地区担当推進委員・事

務局２名とともに現地調査を行いました。調査担当委員を代表して

報告いたします。譲受人・譲渡人・申請地及び併用地は議案書記載

のとおりです。本件は太陽光発電事業用地とした所有権の移転（売

買）です。許可基準第１号立地基準について、申請地は非線引き区
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議 長 

 

 

１ 番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

域用途区域外に位置し概ね１０ヘクタール未満の農地であること

を現地調査で確認し第２種農地であると判断しました。許可基準第

２号については代替地検討もあり申請地以外では不可能と判断し

ました。以上の事から立地基準は満たしております。許可基準第４

号及び第５号は議案書記載のとおりの対策で周辺農地への影響・支

障はないものと判断いたしました。また、地区担当の推進委員から

も現地調査にて「意見なし」との回答をいただいております。以上

の事から許可相当と判断いたしました。 

 

 続いて、番号３番について担当委員挙手願います。１番佐藤雄一

委員お願いします。 

 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、去る

７月４日、２番委員・３番委員・地区担当推進委員・事務局２名と

ともに現地調査を行ってまいりました。調査結果を代表して、ご報

告いたします。申請人・申請地等につきましては、議案書に記載の

とおりです。許可基準第１号の立地基準について、申請地は概ね１

０ヘクタール未満の規模の農地区域内にあるその他の農地なので

第２種農地と判断いたしました。許可基準第２号は代替地の検討も

したが、ここしかなかったということで不可能です。許可基準は満

たしていると判断いたしました。以上の事から立地基準は満たして

います。許可基準第４号は、議案書に記載のとおりの対策で周辺農

地への影響・支障はないものと判断いたしました。しかし許可基準

はクリアしていますが農地の一部に砂利が入っているので違反転

用と判断しました。そこで「農地に戻してから５条申請してくださ

い」ということになり「総会に間に合うように農地に復元します」

ということで７月９日に「できました」ということで確認に行った

結果、砂利があり農地と判断できませんでした。「７月１０日まで

に終わらせる」ということで、もう一度７月１０日に行って再確認

の結果、砂利が取られていて農地と判断できました。また、地区担

当の推進委員からも現地調査にて「意見なし」との回答をいただい

ております。以上の事から許可相当と判断しました。 

 

続いて、番号４番・５番について担当委員挙手願います。３番後

藤義昭委員お願いします。 
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議 長 

 

 

７ 番 

 

 

 

 

 

 農地法５条の規定による許可申請について４番案件と５番案件

について報告いたします。７月４日、１番・２番・地区担当推進委

員・事務局とで現地調査を行いましたので担当委員を代表して調査

結果を報告いたします。 

４番案件です。譲受人・譲渡人・申請地は議案書記載のとおりで

す。転用後の用途は太陽光発電事業用地です。権利の内容は所有権

移転（売買）になります。工事期間は許可の日から３カ月になりま

す。転用許可基準の第１号は、申請地は周囲を山林・原野に囲まれ

た１０ヘクタール未満の農地であることを現地調査で確認いたし

第２種農地と判断いたしました。許可基準第２号は代替地の検討も

あり不可能と判断いたしました。続いて許可基準第４号は議案書記

載のとおりの対策で周辺農地への影響・支障は無いものと判断いた

しました。第５号は該当しません。地区担当推進委員からも現地調

査にて「意見なし」との回答をいただいております。以上の事から

許可相当と判断いたしました。 

 ５番案件です。譲受人・譲渡人・申請地は議案書記載のとおりで

す。転用後の用途は一般住宅用地になります。権利の移転設定内容

は、所有権の移転（贈与）になります。工事期間は許可の日から６

カ月になります。転用許可基準の第１号は、申請地は周囲を山林・

原野に囲まれた１０ヘクタール未満の農地であることを現地調査

で確認いたし第２種農地と判断いたしました。許可基準第２号は代

替地の検討もあり不可能と判断いたしました。続いて許可基準第４

号は議案書記載のとおりの対策で周辺農地への影響・支障は無いも

のと判断いたしました。第５号は該当しません。地区担当推進委員

からも現地調査にて「意見なし」との回答をいただいております。

以上の事から許可相当と判断いたしました。 

 

 続いて、番号６番・７番について担当委員挙手願います。７番小

島良金委員お願いします。 

 

 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について６番

案件・７番案件について、去る７月７日に５番・６番・地区担当の

推進委員・事務局２名で現地調査を行いました。担当委員を代表し

て報告いたします。 

 ６番案件、譲受人・譲渡人・申請地及び併用地は議案書記載のと

おりです。この案件は法人であり、譲受人の代表者の母が所有する
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

宅地（併用地）の隣接地に資材置場、駐車場及び通路用地を確保す

るための許可申請です。許可基準第１号立地基準、非線引き区域用

途区域外の農地に位置し概ね１０ヘクタール未満の農地であるこ

とを現地調査にて確認し第２種農地と判断しました。許可基準第２

号、代替地の検討結果もあり申請地以外での事業は困難と判断いた

しました。以上の事から立地基準は満たしております。続いて、許

可基準第４号、議案書記載の対策で周辺農地への影響・支障はない

ものと判断いたしました。また、地区担当の推進委員からも現地調

査にて「意見なし」との回答をいただいております。以上の事から

許可相当と判断いたしました。 

 続きまして、７番案件、譲受人・譲渡人及び申請地は議案書記載

のとおりです。この案件は資材置場及び駐車場通路用地のための許

可申請です。許可基準第１号立地基準、申請地は非線引き区域用途

区域外の農地で概ね１０ヘクタール未満の農地であることを現地

調査にて確認し第２種農地と判断いたしました。許可基準第２号代

替地の検討結果もあり申請地以外での事業は困難と判断いたしま

した。以上の事から立地基準は満たしております。続いて、許可基

準第４号、議案書記載の対策で周辺農地への影響・支障はないもの

と判断いたしました。また、地区担当の推進委員からも現地調査に

て「意見なし」との回答をいただいております。以上の事から許可

相当と判断いたしました。 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、許可するこ

とにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

ご異議なしと認めます。よって議案第３号 農地法第５条の規定
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

２ 番 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

 

 

 

による許可申請については原案のとおり、可決いたします。 

 次に、議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか

否かの判断についてを議題といたします。本件に関し、番号１番か

ら番号６９番までの６９件について、相馬市農業委員会会議規則第

８条の規定により一括議題といたしたいと存じますがご異議あり

ませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議がないようですので、一括議題といたします。事務局より

説明を求めます。事務局。 

 

 議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの

判断について、審査いただくにあたり、お手元に参考資料と書かれ

た資料をお配りしております。こちらは現地調査時における調査担

当委員の農地・非農地の判断を参考として記載しているものです。 

このあとの調査担当委員からの報告と併せてご確認ください。 

 

 続いて、調査担当委員より、調査の報告を願います。番号１番か

ら番号５０番について担当委員挙手願います。２番鹿又幸也委員お

願いします。 

 

 議案第４号 農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの

判断について７月４日、１番・３番・地区担当推進委員・事務局２

名とともに現地調査により確認して参りましたので結果を報告い

たします。１番から１１番までを山林と判断、１２番を農地と判断、

１３番から５０番までを山林と判断し１２番の農地を除く１番か

ら５０番まで全て耕作は困難とみえ、非農地と判断しました。 

 

 次に、番号５１番から番号６９番について担当委員挙手願いま

す。５番中和田吉彦委員お願いします。 

 

 同議案の照会の土地、番号５１番から番号６９番の土地の現況を

７月７日、６番委員・７番委員とともに現地調査にて確認してきま

したので報告いたします。照会事項の番号５１番～６９番まで土地

は全て原野、耕作放棄地とされていまして、相当の期間経過してお
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

りましたので非農地と判断しております。 

 

質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、委員報告の

とおり番号１２番を除き、非農地と判断することにご異議ありませ

んか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第４号 農地法第２条第１

項の「農地」に該当するか否かの判断については委員報告のとおり、

番号１２番を除き非農地と判断することに決せられました。 

次に、議案第５号 令和７年度農地中間管理事業の農用地利用集

積等促進計画（一括方式）についてを議題といたします。議案第５

号番号１番から番号１２番については、１１番坂本雄司委員は、農

業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定による議事参与の

制限に該当いたしますので暫時の間、退場願います。 

 番号１番から番号１２番までについて相馬市農業委員会会議規

則第８条の規定により一括議題といたしたいと存じますがご異議

ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議がないようですので一括議題といたします。事務局より説

明を求めます。事務局。 

 

 議案第５号 令和７年度 農地中間管理事業の農用地利用集積

等促進計画（一括方式）について、番号１番から番号１２番までに

ついて事務局より説明いたします。権利の設定人、及び非設定人は



 17 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

議案書記載のとおり、いずれも契約期間満了に伴い再度、利用権を

設定する契約です。なお、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１８条５項の要件はすべて満たしております。 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、「意見なし」

とすることにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第５号 番号１番から番号

１２番までについては「意見なし」とすることに決せられました。

１１番坂本雄司委員の入場を認めます。１１番坂本雄司委員にご報

告いたします。議案第５号 番号１番から番号１２番については、

「意見なし」とすることに決せられました。 

 次に、議案第５号 番号１３番から番号６０番を議題といたしま

す。番号１３番から番号６０番までについて、相馬市農業委員会会

議規則第８条の規定により一括議題といたしたいと存じますが、ご

異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議がないようですので一括議題といたします。事務局より説

明を求めます。事務局。 

 

 議案第５号 農地中間管理事業の農用地利用集積等促進計画（一

括方式）についての番号１３番から番号６０番までについて事務局

より説明します。番号１３番につきましては、公告第１号（４）番

号３の解約に伴い新たに利用権を設定する契約となっています。 
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番号１４番から番号２２番までは契約期間満了に伴い再度利用

権を設定する契約です。 

 番号２３番から番号２５番までにつきましては、耕作者の変更に

伴い、新たに利用権を設定する契約です。 

 番号２６番から番号３３番までにつきましては、契約期間満了に

伴い再度利用権を設定する契約です。 

 番号３４番から番号３８番までにつきましては、耕作者の変更に

伴い、新たに利用権を設定する契約です。 

番号３９番から番号４０番までにつきましては、契約期間満了に

伴い再度利用権を設定する契約です。 

 番号４１番につきましては、耕作者の変更に伴い、新たに利用権

を設定する契約です。 

 番号４２番から番号４４番までにつきましては、契約期間満了に

伴い再度利用権を設定する契約です。 

 番号４５番から番号４８番までにつきましては、耕作者の変更に

伴い、新たに利用権を設定する契約です。 

 番号４９番につきましては、契約期間満了に伴い再度利用権を設

定する契約です。 

 番号５０番につきましては、耕作者の変更に伴い、新たに利用権

を設定する契約です。 

 番号５１番から番号５３番につきましては、新たに利用権を設定

する契約です。 

 番号５４番につきましては、公告第１号（５）による解約に伴い

新たに利用権を設定する契約です。 

 番号５５番につきましては、公告第１号（４）番号１の解約に伴

い新たに利用権を設定する契約です。 

 番号５６番につきましては、新たに利用権を設定する契約です。 

 番号５７番につきましては、公告第１号（４）番号２の解約に伴

い新たに利用権を設定する契約です。 

 番号５８番から番号６０番につきましては、耕作者の変更に伴

い、新たに利用権を設定する契約です。なお、備考欄に記載のとお

り番号５８番の一部につきましては、日当たりの問題で水田にむか

ない事から、台帳面積の内の７７パーセントに限って権利を設定す

る契約です。いずれも、農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条の第５項の要件を満たしています。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、「意見なし」

とすることにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第５号 番号１３番から番

号６０番については「意見なし」とすることに決せられました。 

次に、議案第６号 令和７年度農地中間管理事業の農用地利用集

積等促進計画（再転貸）についてを議題といたします。番号１番か

ら番号２番までについて相馬市農業委員会会議規則第８条の規定

により一括議題としたいと存じますがご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議がないようですので、一括議題といたします。事務局より

説明を求めます。事務局。 

 

 議案第６号 令和７年度農地中間管理事業の農用地利用集積等

促進計画（再転貸）について、事務局より説明します。番号１番及

び２番については、公告第１号（４）番号４の解約に伴い新たに利

用権を設定する契約です。なお、耕作者は同じですが所有者がそれ

ぞれの筆で異なるため本件は番号１と番号２に分けて提案してい

ます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条の第５項の要

件を満たしています。 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

質疑なしと認めます。次に討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、意見なしと

することにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第６号 令和７年度農地中

間管理事業の農用地利用集積等促進計画（再転貸）については意見

なしとすることに決せられました。 

 次に、議案第７号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な

構想の変更についてを議題といたします。事務局より説明を求めま

す。事務局。 

 

 議案第７号 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

の変更について、事務局より説明します。農業経営基盤の強化の促

進に関する基本的な構想、いわゆる「基本構想」については、地域

の農業のあるべき姿や農政の推進目標を定めるものです。この基本

構想の変更につきまして農業経営基盤強化促進施行規則第２条に

基づき令和７年６月１２日付けで相馬市より農業委員会に対して

意見を求められています。本日、相馬市農林水産課より本議案の詳

細に係る説明員として、農業委員会総会に出席したい旨の申し出が

ありました。つきましては、農林水産課職員の出席についてお諮り

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 お諮りいたします。只今、事務局説明のとおり詳細について、農

林水産課より説明したい旨の申し出があったため農林水産課の職

委員の入場を許可することにご異議ございませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議なしと認めます。農林水産課の職員の入場を認めます。そ

れでは、説明を求めます。 
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農林水産課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 始めに、農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想の変更の

概要について説明します。 

 まず、今回変更する農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構

想とは何かについてですが、これは、農業経営基盤強化促進法に基

づき、地域の特性や農業の現状を踏まえて作成するものであり、市

が目指すべき農業の未来像や地域振興の為の具体的な施策などを

定めております。市は、基本的な構想は平成６年に策定しておりま

す。以降、関係法令の改正や上位計画である福島県の農業経営の基

盤強化の促進に関する基本方針の改定を踏まえて概ね５年ごとに

その時々の情勢を踏まえて定期的に変更してまいりました。変更の

内容については、福島県の農業経営基盤強化の促進に関する基本方

針の改定した内容をベースに、これまでの情勢の変化を踏まえた見

直しとなります。 

次に、変更の詳細な内容について説明します。今回の見直しでは、

福島県の変更点を中心とし、前回の見直し以降、情勢の変化を踏ま

え、３つの点に整理し見直しを行いました。一つ目が、「農業の収

益性の向上」、二つ目が「経営の安定化」三つ目が「新たな制度など

の追加」になります。これらの項目に応じて修正・追加を行いまし

たが、主な変更点を抜粋して説明します。一つ目「農業の収益性の

向上」についてですが、議案集の６０ページの「１９００時間」を

「１８００」時間に変更します。こちらは福島県の基本方針の変更

に伴う変更となります。次に三つ目「新たな制度などの追加」です

が、議案集の６３ページに「また、地域における話合いに基づいた

地域計画により、将来の農地利用の姿を明確にし、認定農業者等の

担い手への農用地の利用集積・集約化を加速するほか、スマート農

業等最先端技術の導入等を推進し、経営規模の拡大と生産性の向上

を図る。」の文言を追加します。こちらは、地域計画の策定に伴い、

地域計画の達成を目指すために追加したものとなります。最後に二

つ目「経営の安定化」について議案集の７４ページに「・売れる米

づくりを進めるため、主食用米については、用途別需要等に応じた

品種構成とする。・経営の安定化を図るため、備蓄米のほか加工用

米、飼料用米、WCS 用稲等の非主食用米を組み合わせた生産に取

り組む。」の文言を追加します。こちらは単一の用途ではなく複数

組み合わせることで米価の変動に柔軟に対応することを目的に追

加しています。その他の件については記載のとおりとなります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 質疑ありませんか。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

質疑なしと認めます。農林水産課の職員は、退場願います。次に

討論に入ります。ご発言願います。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

討論なしと認めます。採決いたします。本件に関し、意見なしと

することにご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議なしと認めます。よって、議案第７号 農業経営基盤強化

の促進に関する基本的な構想の変更については「意見なし」とする

ことに決せられました。以上で、提出された議案すべて終了といた

します。 

 本日、決定したことの取扱いについては、議長に一任願いたいと

存じますが、ご異議ありませんか。 

 

     （ 「なし。」との声 ） 

 

 ご異議なしと認めます。以上をもちまして、第１３回相馬市農業

委員会総会を閉会といたします。 
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